
渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

松　谷　病　院 （天神町） ☎82-0001

あしずり岬診療所 （天神町） ☎87-9100

松　谷　病　院 （天神町） ☎82-0001

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

休日当直医

6/04(日)

6/11(日)

6/18(日)

6/25(日)

7/02(日)

久松石油（越前町） 

カネニ石油（旭町） 

たけだ石油（元町） 

江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）

久松石油（越前町） 

日曜営業ガソリンスタンド

総　数

男

女

出　生

死　亡

転　入

転　出

世帯数

12,135人
5,746人
6,389人
1人
24人
37人
40人

6,922世帯

前月比

－26人
－5人
－21人
－1人
9人

－10人
－62人
－4世帯

市民の動き 令和5年4月30日現在

6/04(日)

6/11(日)

6/18(日)

6/25(日)

7/02(日)

「いのちの電話」相談電話 ひとりで悩まないで、こころの苦しみを、お話しください。

あなたがつらいとき、近くにいます。

高知いのちの電話協会
☎ 088－824－6300
毎日9時から21時まで

清水第一分団津呂部消防屯所完成
　消防屯所は木造平屋建て、延べ面積約75㎡、車庫と詰所からなり、長期戦にも対応する
ため、シャワー室と給湯設備を備えた近代的な施設となっています。
　市民の生命・身体・財産を守るため、団員一同がさらに取り組む決意を表していました。
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★申し込みは原則ご本人のみです。（15歳未満の未成年の場合は、法定代理人が行うことができます。）
★必要なもの（観光商工課で申し込みをする場合、必ずご持参ください。）
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの電子証明書のパスワード（数字４桁）
　※パスワードが不明な方は、ご本人がマイナンバーカードを持参し、市民課住民年金係へお越しください。
・ポイントを受け取るキャッシュレス決済サービスについてわかるもの（ご本人名義のカード、スマートフォン等）
　※例：Meji-Caめじか、楽天Edy(サニカ等)、WAON、ｄカード、ｄ払い、paypay、aupay
・公金受取口座に登録する口座番号がわかるもの（ご本人名義の通帳等）

マイナポイント第２弾のお知らせマイナポイント第２弾のお知らせマイナポイント第２弾のお知らせ

〇「とさしみず地域電子通貨Meji-Caめじか」でポイントを受け取る場合の注意点
　★申し込みは、９月29日(金)までに観光商工課でのみ可能です。（スマートフォンからの申し込みはできません。）
　★上記①の5,000円分のポイントを取得する場合は、チャージする現金20,000円をご持参ください。
　※観光商工課以外でチャージしてもポイントは取得できません。

〇下記①～③の条件を達成することで最大20,000円分のマイナポイントがもらえます！
　①マイナンバーカードの取得＋20,000円までのチャージまたはお買い物・・・最大5,000円分のポイント
　②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込み・・・7,500円分のポイント
　③公金受取口座の登録・・・7,500円分のポイント
　※ご自身のスマートフォン等から申し込みできるキャッシュレス決済サービスもあります。

２．申請者が未成年の場合は、法定代理人が申し込みを行うことが可能となり
　  ました。

１．めじかでのマイナポイントの申込期限は令和５年９月29日（金）まで！
　  観光商工課でのみ申し込み可能です。
　  ※マイナポイントの申込期限は令和5年9月30日（土）まで！（決済事業者によって申込期限は異なります）
　  ※令和５年２月末までにマイナンバーカードを申請した方が対象です。

〇申し込み支援を観光商工課（市役所２階）で実施中です！
　★受付時間：平日8時30分～17時（お昼休みも申し込み対応を行っています）
　※窓口が混雑している際にはお待たせすることや、マイナポイント申込専用回線の全国的な混雑等により手続きがその日のうち
　　に完了しない場合があります。例えば、電子証明書の有効期限が設定されていない場合・有効期限が切れている場合などは、更新
　　が必要なため当日中に申し込みができません。あらかじめご了承ください。
　※申し込み状況の確認や一度手続きをされている場合でも、毎回マイナンバーカードとパスワードが必要です。

【問い合わせ先】観光商工課　☎８２－１１１５

令和５年中央町土曜夜市 連続テレビ小説「らんまん」
ドラマポスター巡回展 in 土佐清水市
　連続テレビ小説「らんまん」（ＮＨＫ）のドラマポスター巡回展
を開催します。
　ドラマの登場人物やあらすじなどの紹介のほか、＜総合テレ
ビ＞平日１８時台の「こうちいちばん」内で放送している「博
士のまなざし」を上映します。入場は無料です。
　日時　６月１９日（月）～６月２８日（水）
　　　　９時～１７時　※土日を除く
　会場　土佐清水市役所　1階ロビー

【問い合わせ先】
　土佐清水市企画財政課　担当：尾崎・畠中
　☎0880-82-1217　
　Ｅ-mail：kikaku-lg@city.tosashimizu.lg.jp

４年ぶりの開催決定！
夏の楽しい思い出をつくろう！

日　　時　６月 17日・24日・７月１日

　　　　　18時～ 21時 (雨天中止 )

　　　　　※最低２回は開催するので、雨天中止で上記日程中

　　　　　　に１回しか開催できていない場合に限り、７月８日

　　　　　　に同時間帯で開催します。

出店者募集！土曜夜市に出店しませんか。

問い合わせ先：えびふねや呉服店　☎82-0175

　　　　　　　コジマ洋品店　　　☎82-0202
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（新型コロナワクチン）令和５年春開始接種について

①物販・サービス ②飲食店
チャレンジャー募集!!

土佐清水市販路開拓・営業拡大支援事業

「さばいばる中央町チャレンジショップ」出店者募集しています。
土佐清水市中央町商店街であなたの夢を育ててみませんか？

「チャレンジショップとは？」

　空き店舗の活用や創業者の育成を目的として、実際に営業する

ことで勉強や経験を積み、将来の新規開業につなげる場を提供し

ています。

　経営相談・お店のPRなどのサポート体制もあり、初めての方

でも大丈夫！

　市では、土佐清水産の農林水産物、それらを素材とした加工
食品などを売り出す販路開拓・営業拡大を支援します。支援を
希望される方及び団体を下記により募集します。

補助対象者
　土佐清水産の農林水産物を売り出す意欲ある市内の事業所

　○販売ツール作成事業　
　　販売促進・販路開拓に必要な販売ツールのデザインに要す
　　る経費
　　（商品パッケージ、チラシ、ラベルシール等のデザイン料)
　　補助対象経費の1/2以内  年間上限は20万円

応募方法
　申請書・実施計画書を作成のうえ、提出してください。
　（申請書・事業計画書は規定の様式がありますので、下記ま
　でご連絡ください）
　※交付先については、申請内容を審査のうえ決定させていた
　　だきます。

応募締切：令和5年6月30日（金）

【提出・問い合わせ先】 観光商工課商工係　☎82-1115　

　令和５年春開始接種については、重症化リスクが高い方など、
対象者を限定して接種が行われます。

○令和５年春開始接種を受けるための手続き
・６５歳以上の方：年齢ごとに接種券をお送りしますので、特に
　手続きは不要です。
　接種券が届きましたら、接種券に同封しているお知らせをご確
　認のうえ各自でご予約ください。
・６５歳未満で基礎疾患を有する方及び医療従事者や介護従事
　者の方：接種券発行の手続きが必要です。
　接種を希望する場合は下記の問い合わせ先までご連絡ください。
　
　【１～２回目の接種について】
　　　１～２回目が未接種の方も、接種できる期間が延長されて
　　います。接種を希望する方は、お早めに下記の問い合わせ先ま
　　でご連絡ください。接種人数の調整等により、接種日が限定さ
　　れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

　【その他】
　・土佐清水市に転入した方については、接種券の発行手続きが必
　　要になりますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
　・令和５年秋冬（９月～１２月）についても、２回以上接種を完
　　了した全ての方を対象とした新型コロナワクチン接種を１
　　回実施する予定です。

※令和５年５月８日時点での予定となっていますので、今後内容
　が変更となる場合があります。

【問い合わせ先】健康推進課新型コロナ予防接種係
　　　　　　　☎８７－９０２３

【問い合わせ先】

　中央町商店街振興組合

　さばいばる中央町チャレンジショップ事務局

　〒787-0324　土佐清水市中央町2-4

　TEL：090-1177-3838

　（土・日・祝を除く10：00～17：00） 土佐清水市ホームページ

物販
・

サービス
飲食

事務所

対　象　者

新型コロナワクチンの予防接種を２回以上完了
し、直近の接種日から３か月以上が経過してい
る次のいずれかの要件に該当する方
①高齢者（６５歳以上の方）
②基礎疾患を有する方（５～６４歳）
③医療従事者や介護従事者の方
※②または③に該当する方は接種券発行申請の
　手続きが必要です。

使用するワクチン
ファイザー社またはモデルナ社のオミクロン株
対応２価ワクチン

受けられる時期 令和５年５月中旬～８月

費　　　用 無料

住宅用火災警報器に関するお知らせ
　２００６年６月１日に新築住宅へ
の火災警報器の設置が義務化となり、
２０１１年以降には既存住宅への設
置が義務化されました。
　各メーカーが販売している住宅用
火災警報器は、電池及び機器本体の寿
命はおよそ１０年と言われています。
ご自宅の住宅用火災警報器を点検し、
電池切れや故障がある場合は取り替
えましょう。

【問い合わせ先】消防本部　☎８２－８１１９
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　食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯
に対し、その実情を踏まえた生活の支援を目的に子育て世帯生活
支援特別給付金を支給します。

〇ひとり親世帯
　●支給対象者
　　①令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方（新
　　　たに令和5年4月分からの児童扶養手当の認定を受けた方）
　　②公的年金等※1を受給しているため、令和5年3月分の児童
　　　扶養手当の支給を受けていない方（児童扶養手当に係る支
　　　給制限限度額を下回る場合のみ）
　　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
　　　直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準
　　　となっている方
　　　※1公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災
　　　　年金、遺族補償などが該当します。
　●申請手続
　　＜支給対象者①に該当する方＞　
　　　申請不要です。
　　＜支給対象者②、③に該当する方＞
　　　申請が必要です。詳細は、市のホームページをご確認くだ
　　　さい。
　●給付額
　　対象児童1人あたり1律5万円

〇ひとり親世帯以外の世帯
　●支給対象者
　　①令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活
　　　支援特別給付金を土佐清水市から受給した者
　　②平成17年4月2日（特別児童扶養手当の算定基礎となって
　　　いる児童は平成15年4月2日）から令和6年2月29日までに
　　　出生のあった者を養育する者のうち、住民税均等割が非課
　　　税の者または令和5年1月以降に物価高騰等の影響により
　　　家計が急変し、住民税均等割が非課税となる水準に相当す
　　　る額以下の者
　　※令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活
　　　支援特別給付金を受給していない方で、令和5年度住民税
　　　均等割が非課税となった者は対象になります。
　　※ひとり親世帯分として支給を受けた方は対象外。

　●申請手続
　　＜支給対象者①に該当する方＞
　　　申請不要です。
　　＜支給対象者②に該当する方＞
　　　申請が必要です。詳細は、市のホームページをご確認くだ
　　　さい。

　●給付額
　　対象児童1人あたり一律5万円

受付期限：令和6年2月29日（木）まで（土、日、祝日は除く）
場　　所：福祉事務所福祉児童係（市役所1階④番窓口）
時　　間：8：30～12：00、13：00～17：15
※事前に連絡をいただければ、上記時間外も受付いたします。

令和5年度低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金について　6月はひとり親家庭医療費受給者証の更新月です。（現在受給

中の方には事前にお知らせします。）
　また、所得税の課税世帯のため非該当となっていた方でも前年
中の所得状況により対象となる方は手続きをお願いします。

【対 象 者】
　　現在、１８歳に達する日以後最初の３月３１日までにある児
　童（以下「児童」）を監護し、その者と生計を同一にする配偶者の
　いない母又は父（事実婚の状態にある方は対象外）とその児童。
　父母のいない児童を監護し、その者の生計を維持する姉、兄、祖
　母または祖父であって市長の認める者。
　　ただし、所得税の課税世帯は該当になりません。（申請者及び
　同一世帯もしくは同一番地に居住している親族に所得税の課
　税者がいる場合は、非該当となります。）
　※所得税は平成22年度税制改正において、年少扶養控除等の
　　上乗せが廃止されました。そのため、廃止前の規定を適応す
　　る経過措置が設けられていますので、源泉徴収票等で課税状
　　態である方も再計算し、該当になる場合があります。

【提 出 先】福祉事務所福祉児童係（市役所1階④番窓口）
　　　　　または各市民センター

【受付期間】6月1日（木）～ 6月21日（水）＜土・日を除く＞
【受付時間】8時30分～17時15分（12時～13時は事前予約にて受
　　　　　付します）

【必要なもの】受給者証（お持ちの方のみ）・対象者全員分の健康保険
　　　　　被保険者証・対象者全員分のマイナンバー
　　　　　（世帯によっては、扶養義務者分も必要）

ひとり親家庭医療費受給者証について

　令和4年度より児童手当を受給されている方の現況届の提出
が原則不要になりましたが、以下に該当する方は現況届の提出が
必要です。（公務員の方は、所属機関の判断によります）
●現況届の提出が必要な人
　〇配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村
　　で児童手当を受給している人
　〇土佐清水市に住民票がない児童を養育する人
　〇離婚協議中で配偶者と別居している人
　〇その他、土佐清水市から提出の案内があった人
　　　現況届の提出が必要な人には現況届を送付しますので、期
　　日までに提出をお願いします。上記に該当する方で、現況届
　　が届いていない場合はお問合せください。期日までに提出が
　　ない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
　　　なお、以下に該当した場合等は、適宜届出が必要なため、ご
　　注意ください
　〇児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児
　　童がいなくなったとき
　〇受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村
　　や海外への転出を含む)
　〇受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
　〇一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または
　　児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
　〇受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員にな
　　ったときを含む)　など

【提 出 先】福祉事務所福祉児童係（市役所1階④番窓口）又は
　　　　　各市民センター

【受付期間】6月1日（木）～ 6月30日（金）＜土・日を除く＞
【受付時間】8時30分～17時15分（12時～13時は事前予約にて受
　　　　　付します）

【必要なもの】児童手当・特例給付現況届（びわ色）
　　　　　※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合
　　　　　　があります。

児童手当『現況届』の提出は
原則「不要」になっています

福祉事務所福祉児童係からのお知らせ　【問い合わせ先】☎８２－1118
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①日本年金機構幡多年金事務所による出張年金相談（※要予約）
　【6月の年金相談】日時：6月13日（火）９時３０分～１５時（昼休みを除く）
　【7月の年金相談】日時：7月11日（火）９時３０分～１５時（昼休みを除く）
　※年金相談は毎月第２火曜日です。
　○場所：土佐清水市役所
　○相談当日の窓口：市民課住民年金係
　☆予約申込は、幡多年金事務所　【０８８０－３４－１６１６】へ
　　　　　　　　　　　　　　　  音声案内　１ ⇒ ２
　お待たせ時間を短縮するために、事前予約受付にしています。
　※当日の窓口受け付けはできません。
　【年金相談に必要なもの】
　  ①年金手帳や年金証書
　  ②定期便の相談であれば、送られてきた書類一式
　  ③代理の場合は年金相談専用の委任状（家族であっても必要
　 です）が当日必要となります。専用の様式は幡多年金事務所ま
　 たは市役所市民課にありますので、事前にご準備ください。ま
　 た、代理人の本人確認ができるもの（免許証など）が必要です。

②幡多年金事務所（四万十市）での年金相談（※要予約）
　【幡多年金事務所　住所：四万十市中村東町2-4-10】
　☆予約申込は、
　●前日まで　ねんきんダイヤル【０５７０－０５－４８９０】へ
　●当　　日　幡多年金事務所　【０８８０－３４－１６１６】
　　　　　　　　　　　　　　　 音声案内　１ ⇒ ２　
　☆予約相談希望日の１か月前から当日まで受付しています。
　　ご予約の際は、基礎年金番号がわかる年金手帳や年金証書
　　をご準備ください。
　　予約相談の実施時間帯は、
　●月　曜　日　８時３０分～１８時
　●火～金曜日　８時３０分～１６時
　●第２土曜日　９時３０分～１５時

年金相談のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を
事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が

令和4年度分の申請をもって終了します。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の
喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった
場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および
学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了し
ます。
　なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置
による申請手続きが可能です。

●学生納付特例制度は申請する月の2年1か月前の月分から、令和
　5年3月分までの保険料
●保険料免除・納付猶予制度は申請する月の２年1か月前の月分、
　令和5年6月分までの保険料

　具体的な手続き方法や、臨時特例措置終了後の期間の納付や免
除・納付猶予等については、市役所またはお近くの年金事務所へ
ご相談願います。

　令和5年6月30日が有効期限の受給者証（水色または黄色）をお

持ちの方には、事前にお知らせします。また、昨年度非該当であっ

た方でも、非課税世帯に変更となった方は該当しますので申請を

お願いします。

【対 象 者】身障手帳1級・2級、療育手帳A・A1・A2を取得された方

【提 出 先】福祉事務所福祉児童係（市役所1階④番窓口）または

　　　　　各市民センター

【受付期間】令和5年6月1日（木）～令和5年6月20日（火）

　　　　　＜土・日を除く＞

【受付時間】8時30分～17時15分

　　　　　（12時～13時は事前予約にて受付します）

【必要なもの】手帳・健康保険被保険者証

【問い合わせ先】福祉事務所福祉児童係　☎82-1118

ゼロカーボンシティへのみちしるべ ③
　「ゼロカーボンシティへのみちしるべ」では、全12回にわた
り、CO2実質排出量ゼロへの道しるべとなる情報をお届けして
います。
　第３回となる今回は、太陽光発電システムの導入についてお
届けします。
　土佐清水市では、地球温暖化の防止に取り組んでおり、再生
可能エネルギーを積極的に活用するまちづくりを推進するた
め、市内で自らが居住する住宅に太陽光発電システムを設置す
る個人に対して補助制度を設けています。
補助対象者
①次のいずれかに該当する個人であること。
　・自らが居住する（または新築する）市内の住宅に、太陽光発
　　電システムを設置する方。
　・自らが居住するために、太陽光発電システムの設置された
　　市内の新築建売住宅を購入する方。
②対象システムの設置に係る電力会社との電力受給契約を行
　う個人であること。
③水道料金及び市税等、市への納入金に滞納が無い方。
補助金額
・市外に本店のある業者と契約する場合：
　　　　　　　　　　出力1kwあたり3万円。（上限12万円）
・市内に本店のある業者と契約する場合：
　　　　　　　　　　出力1kwあたり3.5万円。（上限14万円）
・要望額が予算を超えた場合、申請書類の受付順に予算の範囲
　内での補助となります。
※設置工事着手前、または新築住宅購入前に申請をお願いしま
　す。
　太陽光発電システム設置促進事業補助金につきましては市
ホームページにも掲載しています。ご不明な点がございました
ら、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。
　住宅用太陽光発電システムの導入によって高いCO2削減効
果があります。自宅の屋根に太陽光パネルを設置することで、
ゼロカーボンにつながるだけでなく、発電した電気を使用して
光熱費を節約したり、余った電気は電力会社に売却することも
可能です。

　土佐清水市の日照時間の長さは全
国でも上位に位置し、太陽光発電に関
して高いポテンシャルを持っていま
す。ゼロカーボンシティ実現に向け、
ぜひご検討ください。
【問い合わせ先】
 市民課環境室　☎ 82－1214

障害医療費受給者証（水色）・
高齢障害医療費受給者証（黄色）の更新について
有効期限が令和５年６月３０日の方は更新の手続きが必要となります。
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～税のスペシャリスト～
税務職員採用試験受験申込開始

【受験資格】

　①令和５年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒

　　業した日の翌日から起算して３年を経過していない者及び、

　　令和６年３月までに高等学校または中等教育学校を卒業す

　　る見込みの者

　②人事院が①に掲げる者に準ずると認める者

【申込受付期間】（インターネット）

　令和５年６月19日（月）午前９時～６月28日（水）《受信有効》

【第１次試験日】

　令和５年９月３日（日）

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【問い合わせ先】

 高松国税局総務部人事第二課試験研修係

 ☎087-831-3111

　消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消
費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等
保存方式)が始まります。
　インボイス制度が始まると、原則としてインボイス（適格請求書）
発行事業者から インボイスを受け取った場合のみ、仕入税額控除
（消費税申告時の経費としての控除）が可能となり、インボイスを
受け取らなかった場合は、仕入税額控除ができなくなります。
　また、インボイスを発行できるのは、インボイス発行事業者と
して税務署で登録を受けた課税事業者のみです。免税事業者から
の仕入れは仕入税額控除ができません。
　インボイス制度は売り手、買い手どちらの立場でも事前準備が
必要な制度のため、現在、消費税の免税事業者の方もご自身の事
業の取引実態に合わせて対応してください。
　インボイス発行事業者となるための登録はすでに始まってい
ます。
　制度に対応するためのレジや経理・発注システムの改修、取引
先との確認など事前準備等が必要となるため、お早めにご登録く
ださい。
【問い合わせ先】 
　国税庁「インボイス制度電話相談センター」0120-205-553（無料）
【受付時間】9:00～17:00（土日祝除く）
　中村税務署 ☎0880-35-2135

令和５年度国家公務員うちは関係ないと思っていませんか！？
「インボイス制度」
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部落解放同盟鳥取県連合会女性部副部長、部落解放同盟
鳥取県連合会西部地区協議会副議長・女性部部長、部落
解放同盟鳥取県連合会米子市協議会議長・女性部部長、
人権テイクルート　代表・オーガナイザー

※市民の皆様はサブ会場である中央
　公民館にお越しください。
　メイン会場の清水中学校からオン
　ラインでサブ会場に配信します。 

【問い合わせ先】
【土佐清水市じんけん課
【☎0880-82-1124   

主催：土佐清水市　共催：土佐清水市教育委員会・土佐清水市立清水中学校

講師紹介

坂田　かおり　さん

令和５年７月４日（火）開演：午後２時
　場所：【メイン会場】土佐清水市立清水中学校

　　　　【サ　ブ会場】土佐清水市立中央公民館３階
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インボイス制度
特設サイト

　令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）が始まります。
　事業者の皆さまには、インボイス制度について理解を深めていただき、インボイス制度の実施に向けて必要な準備を進めていただ
くため、インボイス制度等説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。　

各説明会については、事前予約制としますので、事前に次のお問い合わせ先まで申し込みをお願いします。
なお、駐車場が満車となり、駐車できない場合があります。

【問い合わせ先】中村税務署 法人課税部門 ０８８０－３５－２１３５（代表）
代表電話にお問い合わせいただく際は、自動音声案内にしたがって、「２」を選択してください。

※国税庁インボイス制度特設サイトでは、インボイス制度について解説した　「国税庁動画チャンネル」のほか、
　Q＆Aなどを掲載しています。

①10：30～11：50
　インボイス制度説明会（登録申請相談会）　定員２０名
　インボイス制度の概要を説明します。
　なお、説明会終了後、登録申請を希望される方を対象に申請手
続きのサポートを行います。
　詳しくは、お申し込みの際に税務署職員にお問い合わせください。

②13：30～14：30　
　インボイス制度説明会（消費税の仕組みから知りたい方向け）
　定員２０名　
　インボイス制度の概要に加えて、消費税の基本的な仕組み等に
ついて説明します。

開催場所　中村税務署（四万十市中村新町四丁目４番地）
開 催 日　６月９日(金)

中村税務署からのお知らせ

消費税インボイス制度等説明会について

〔申込書配布期間〕      

　6月1日(木)～6月21日(水)

〔申込書配布場所〕
　まちづくり対策課・各市民センター・各福祉センター
〔申込の受付〕
　6月8日(木)～6月21日(水) 

　持参する場合：土日祝を除く 8：30～12：00、13：00～17：15

　郵送する場合：上記受付期間に必着
　※事前にご連絡いただいた場合、12：00～13：00(昼休み)も
　　対応いたします。
〔選考方法〕
　条例に基づき、入居者選考委員会にて決定します。  

　※複数応募のあった場合、抽選となります。

〔入居資格〕
　①住宅に困っている方
　②市税等を滞納していない方
　③条例で定められた収入基準である方
　④入居者又は同居者が法律に規定する暴力団員でないこと
　⑤市内に居住し独立の生計を営み、かつ入居者と同等以上の
　　収入を有する連帯保証人が2名いること
　　(特別な事情等により市外在住でも可)

〔その他〕
　※市営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき入居者の収入等に　
　　よって算定するため、毎年変動します。
　※田ノ内団地の収入基準は、その他の団地と異なります。
　※入居予定は、８月初旬となります。

団地名(住宅番号)

(市営住宅 )【単身・世帯向け住宅 /《☆》世帯向け (単身不可 )住宅 /《○》高齢者向け住宅】

グリーンハイツ団地（210）

東谷第２団地（293）

緑ヶ丘第 4団地（316）

東谷第 3団地（318）

下川口第 2団地（344）

《○》曙団地 (351)

《☆》曙団地 (358)

《☆》曙団地（364）

《☆》曙団地 (366)

《☆》曙団地（380）

《☆》曙団地（381）

下ノ加江第２団地 (383)

《○》曙団地 (395)

《☆》曙団地 (402)

S50

S56

S59

S59

H18

H８

H８

H８

H８

H11

H11

H12

H13

H13

10,300円～

13,600円～

14,600円～

14,100円～

15,900円～

12,800円～

18,200円～

19,800円～

19,800円～

20,100円～

20,100円～

18,900円～

13,100円～

20,200円～

1戸

1戸

1戸

1戸

1戸

1戸

1戸

1戸

1戸

1戸

1戸

1戸

1戸

1戸

グリーンハイツ416番91

布1050番

緑ヶ丘380番320

布1113番6

下川口205番1

浦尻81番1

浦尻81番1

浦尻81番1

浦尻81番1

浦尻81番1

浦尻81番1

下ノ加江2804番6

浦尻81番1

浦尻81番1

(RC造) 4階建 / 1階

(RC造) 2階建 / 1・2階

(RC造) 2階建 / 1・2階

(RC造) 2階建 / 1・2階

(Ｗ造) 2階建 / 1・2階

(RC造) 4階建 /1階

(RC造) 4階建 /2階

(RC造) 4階建 /3・4階

(RC造) 4階建 /3・4階

(RC造) 4階建 /3・4階

(RC造) 4階建 /3・4階

(Ｗ造) 2階建 / 1・2階

(RC造) 4階建 /1階

(RC造) 4階建 / 2・3階

3/4.5/6/DK

4.5/6/6/DK

4.5/6/6/DK

4.5/6/6/DK

4.5/6/6/DK

4.5/6/DK

4.5/4.5/6/6/DK

4.5/6/6/6/DK

4.5/6/6/6/DK

4.5/6/6/6/DK

4.5/6/6/6/DK

6/6/7.5/LDK

4.5/6/DK

4.5/6/6/6/DK

建設
年度所在地 階層 間取り 月額家賃 戸数

団地名(住宅番号)

田ノ内団地(特-10号) H9 30,000円～ 1戸三崎553 (Ｗ造) 2階建 / 1・2階 6/6/7.5/LDK

建設
年度所在地 階層 間取り 月額家賃 戸数

(特定公共賃貸住宅 )【世帯向け (単身不可 )住宅】

公 営 住 宅 入 居 者 募 集 【申込書提出・問い合わせ先】

 まちづくり対策課まちづくり係　☎８２－１１５７

（Ｗ造…木造／ RC造…鉄筋コンクリート造 ) 

事業者の皆
さまへ

●インボイス制度等説明会にご参加いただく方へ
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主任児童委員
下ノ加江地区

半 島 地 区

市 街 地 地 区

三 崎 地 区

下 川 口 地 区

☎090-8529-2629

☎ 8 2 - 8 3 6 1

☎ 8 2 - 0 5 2 4

☎ 8 5 - 1 0 7 0

☎ 8 6 - 0 1 0 5

戸　田　真知子

宮 本 早 苗

江　口　美和子

速 川 志 保

酒 井 　 史

立石
東谷
布郷
布浦
下浦
下浦
船場
小方
市野々・大八
市野瀬
長野・大川内
鍵掛
久百々

大岐
大岐
以布利
以布利
窪津
窪津
津呂
足摺岬
足摺岬
松尾
松尾
大浜
中浜
中浜
浦尻・厚生町
浦尻・厚生町
グリーンハイツ
グリーンハイツ

戎町
市場町
本町
栄町
寿町
小江町・浜町
汐見町・西町
汐見町・西町
越前町
幸町
天神町
中央町
元町
旭町
旭町
緑ケ丘
清水ヶ丘
加久見・横道
加久見・横道
養老
松崎

三崎浦
三崎浦
竜串
爪白
平ノ段
下ノ段
斧積
上野
下益野
浜益野

下川口郷
下川口浦・片粕
貝ノ川郷・鳥渕・藤ノ川・鉾ノ平
貝ノ川浦・歯朶ノ浦・横峯・松山
大津
宗呂上
宗呂下
坂井・木ノ川・珠々玉・有永

下 ノ 加 江 地 区

清 水 東 部 地 区

清 水 西 部 地 区

三 崎 地 区

下 川 口 地 区

☎090-3186-2480
☎ 8 4 - 1 2 6 5

☎ 8 4 - 1 4 2 2
☎ 8 4 - 0 2 7 2
☎ 8 4 - 1 3 6 4
☎ 8 4 - 1 6 7 3
☎ 8 4 - 1 1 8 6
☎ 8 4 - 1 5 5 9
☎ 8 4 - 0 6 8 1
☎ 8 4 - 0 5 1 1
☎090-8697-8031
☎ 8 4 - 1 2 8 7

☎090-1145-0185

☎ 8 2 - 8 4 6 7
☎090-2788-0216
☎090-1002-0657
☎090-4337-7689
☎090-4973-4841
☎ 8 8 - 0 6 7 7
☎080-6394-0076
☎ 8 8 - 0 9 2 6

☎ 8 2 - 9 8 7 0

☎090-5272-5936
☎ 8 2 - 1 3 7 3
☎ 8 2 - 0 2 7 7
☎090-7146-7597
☎090-2890-4928

☎ 8 2 - 4 7 1 7
☎090-7625-6436
☎ 8 2 - 0 2 8 4
☎ 8 2 - 3 6 3 3
☎ 8 2 - 1 0 8 3
☎ 8 2 - 0 0 4 9
☎ 8 2 - 4 1 3 6
☎090-7145-6807
☎ 8 2 - 2 8 3 1
☎ 8 2 - 2 8 1 5
☎ 8 2 - 3 1 8 3
☎ 8 2 - 0 2 0 2
☎ 8 2 - 2 2 7 3
☎ 8 2 - 3 7 8 1

☎090-4337-2082
☎090-7143-8902
☎090-7787-1255
☎ 8 2 - 1 7 5 4

☎ 8 2 - 2 3 5 7

☎ 8 5 - 0 9 8 8
☎ 8 5 - 1 2 2 2
☎090-2820-7647
☎090-4787-3510

☎ 8 5 - 1 0 8 1
☎ 8 5 - 0 4 5 9
☎ 8 5 - 0 4 4 3
☎090-4332-4971
☎ 8 5 - 0 7 4 5

☎ 8 6 - 0 7 1 1
☎090-9554-1834
☎090-9096-4840
☎090-5133-0409
☎090-3076-9499
☎ 8 6 - 0 3 5 3
☎ 8 6 - 0 1 4 9
☎ 8 6 - 0 3 0 5

民生委員・児童委員

西 尾 愛 惠
谷　口　三惠子
※ 調 整 中
植 木 朝 喜
東 野 　 昇
川 口 次 男
川 口 　 誠
田 村 和 彦
谷 脇 啓 子
山 本 義 男
松　岡　美貴代
伊　藤　多喜子
濱 田 益 夫

森　本　佳代子
※ 調 整 中
山　崎　美登里
村 田 美 佐
山 﨑 文 江
林 　 弘 教
沖 本 玲 子
浅 利 順 子
山 下 昭 文
山 田 昇 司
※ 調 整 中
西 村 敏 行
※ 調 整 中
田 川 　 貴
吉　永　由加利
上 原 浩 美
西 村 　 作
切　詰　ひとみ

安 田 米 子
山 形 美 和
橋　本　理恵子
岡 本 英 香
門 田 稲 美
植　垣　早知子
中 沢 義 幸
武 政 仁 美
平 野 貴 久
西 岡 京 子
松 原 惠 子
児　島　みさを
山 﨑 　 實
芝 岡 惠 三
※ 調 整 中
弘 田 正 明
前 田 道 子
清 家 甲 子
山 北 桂 子
※ 調 整 中
福　島　美千代

木 村 　 登
岩 井 正 道
谷　中　八重美
宮 﨑 武 志
※ 調 整 中
濱 田 敎 子
田 中 博 子
� 村 笑 佳
池 　 佳 美
山 本 弘 子

岸 本 久 喜
佐 井 八 重
芝 岡 理 惠
中　平　幸二三
芝　岡　　�一
尾 﨑 富 貴
中 平 雪 美
川　村　真由美

民生委員・児童委員とは…
　住民の中から選ばれ、地域福祉の向上のために
厚生労働大臣から委嘱された方々です。
　民生委員法及び児童福祉法に基づいて設置する
ことが定められています。
民生委員・児童委員の活動
⑴社会調査活動
　訪問、声かけ、安否確認などの活動を通じて、担
当地区内の住民の実態を把握します。
⑵相談活動
　地域住民が抱える悩みや心配事を、相手の立場
に立って考え、親身になって相談にのります。
⑶情報提供活動
　介護保険サービスや生活保護などの社会福祉制
度について、その内容や情報を住民に適切に伝え
ます。
⑷連絡通報活動
　住民の抱える課題を関係行政機関、施設、団体など
に連絡し、適切な対応を促すパイプ役を務めます。
⑸調整活動
　住民の必要性に応じて、適切な福祉サービスが
提供されるように支援します。
⑹生活支援活動
　高齢者が自立した生活を送れるように支援しま
す。また、民間事業者や住民の協力を得て、声かけ
や安否確認などの見守り活動を行います。
⑺意見具申活動
　活動を通じて得た問題点などをまとめ、民生委
員・児童委員協議会を通じて、行政機関などに改善
を促します。
【問い合わせ先】土佐清水市社会福祉協議会
　　　　　　　☎８２−３５００
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民生委員・児童委員の活動について
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田中　嘉一　☎８２－７３８０

木下　　司　☎８７－９１５１

　行政苦情１１０番　☎０５７０－０９０１１０

　行政相談は、公正・中立の立場から、行政などへの苦情や意

見、要望を受け付け、その解決や実現を促進するとともに、行

政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。

　本市では、総務大臣の委嘱を受けた２名が主に「行政相談

所」でご相談をお聴きしています。

　家庭や職場・地域などで困っていることや心配ごとがあり

ましたら、事前予約のうえ、ご相談ください。

◆開催日：偶数月第２木曜日　※６月は８日（木）に開設します

◆時　間：10時～12時（※1人30分以内）

◆場　所：中央公民館２階会議室

◆同じ内容の相談は１回限りです。また、担当弁護士が既に

　相手方の相談を受けている場合は、相談を受けることがで

　きません。

【予約・問い合わせ先】じんけん課　☎８２－１１２４

行政相談所について

開設日： 毎月第２木曜日

時　間： 10時～12時、13時～15時

場　所： 市役所２階　第３会議室

行政相談

所在地：栄町６番１３号
　青少年や児童の健全な育成を図る総合的な教育機関です。

青少年・児童に関するさまざまな課題の解決に向けて活動し

ています。お気軽にご相談ください。

【教育全般に関すること】  
　教育研究所　　☎８２－３０１５ 
　　　　　　　　E-mail：tosashimizu-l@city.tosashimizu.lg.jp
【非行防止に関すること】  
　少年補導センター
　　　　　　　　☎８２－３５０１ 
　　　　　　　　E-mail：shimizu-b＠city.tosashimizu.lg.jp
【不登校等に関すること】  
　適応指導教室
　スクールソーシャルワーカー  
　　　　　　　　☎８２－３０１６ 
　　　　　　　　E-mail：shounen@city.tosashimizu.lg.jp
【家庭児童福祉・要保護児童・ヤングケアラーに関すること】 
　家庭児童相談室（要保護児童対策地域協議会）
　　　　　　　　☎８２－０３５５ 
　　　　　　　　E-mail：kajisou@city.tosashimizu.lg.jp
　緊急専用ダイヤル　☎０８０－９８３９－６９６６
　児童虐待通告等の緊急ダイヤル（相談時間以外の時間帯）
　　　　　　　　１８９（いちはやく）
※面会の場所、日時についてはご相談に応じます。

※直接センターへ来所いただいてのご相談も受け付けています。

　（月～金曜日の８時30分～17時15分。ただし、祝日は除く。）

　教育センターのホームページ

        http://www.kochinet.ed.jp/tosashimizu-l/

土佐清水市教育センター

観光商工課　☎８２－１１１５
　借金問題や悪質商法、また商品やサービスに関する相談等、

皆さまの安全・安心な暮らしのサポートをします。

消費生活相談

人権擁護委員

　人権擁護委員は、地域の皆さまから人権相談を受けたり、

人権の考えを広めたりする活動をしています。家庭や職場、

地域社会等においての差別・セクハラ・ＤＶ・いじめ等、人

権問題に関するあらゆる相談を受けています。

　また、市役所で「人権相談所」を奇数月の第２木曜日10時

から15時まで開設していますので、ご利用ください。

（ 旭 　 町 ）
（ 三 崎 浦 ）
（グリーンハイツ）
（ 栄 　 町 ）
（ 汐 見 町 ）
（ 三 崎 浦 ）
（ 貝 ノ 川 ）

☎ 8 2－ 4 5 7 4
☎ 8 5－ 1 3 6 8
☎ 8 2－ 4 3 6 9
☎ 8 2－ 5 0 3 5
☎ 8 2－ 4 1 3 6
☎ 8 5－ 0 3 0 6
☎090-9554-7576

矢野川　　　清
文 野 貴 之
東　　　博　之
門　原　和　光
中　沢　義　幸
田　島　好　行
出　口　里　奈６月は８日（木）に開設します

身体障害者相談員
（ 浦 　 尻 ）
（ 下 益 野 ）
（ 三 崎 浦 ）

☎ 8 2－ 2 7 1 7
☎ 8 5－ 0 6 7 0
☎ 8 5－ 1 1 3 0

山 田 隆 子
岡 田 昇 二
吉 村 克 幸

弁護士無料相談

知的障害者相談員
（グリーンハイツ） ☎090-4503-4681津　口　久喜子

保　護　司
　犯罪を犯した人の更生や予防活動、少年非行の防止活
動などを行っています。いつでもご相談ください。

（下ノ加江）
（下ノ加江）
（ 以 布 利 ）
（ 窪 津 ）
（ 松 尾 ）
（グリーンハイツ）
（ 中 浜 ）
（ 旭 町 ）
（ 旭 町 ）
（ 本 町 ）
（加久見入沢町）
（ 加 久 見 ）
（ 三 崎 浦 ）
（ 三 崎 浦 ）
（ 下 益 野 ）
（ 貝 ノ 川 ）

☎ 8 4 - 0 7 2 4
☎ 8 4 - 1 7 2 2
☎ 8 2 - 8 2 4 2
☎ 8 2 - 7 1 9 1
☎ 8 8 - 0 3 2 5
☎080-5022-2361
☎ 8 2 - 9 6 6 1
☎ 8 2 - 2 1 2 7
☎ 8 2 - 3 7 8 1
☎ 8 7 - 9 3 5 0
☎ 8 2 - 2 5 8 9
☎ 8 2 - 5 3 3 3
☎ 8 5 - 1 2 6 8
☎ 8 5 - 1 3 6 8
☎ 8 5 - 1 9 3 3
☎090-9096-4840

森 　 一 美
横 山 周 次
山 﨑 健 一
佐 野 芳 夫
有 田 一 三
武 藤 百 喜
黒 原 一 寿
池 田 　 等
芝 岡 恵 三
山 﨑 修 二
笹 本 仁 子
兼 松 和 典
浅 尾 公 厚
文 野 貴 之
飴 本 英 彦
芝 岡 理 惠

◆更生保護サポートセンター渭南　　 ☎ 8 7 - 9 5 5 5
　所在地：浜町6番22号   
　（月・水・金　10時～12時　13時～16時）
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～姉妹都市スポーツ交流～～姉妹都市スポーツ交流～
少年野球チームが沖縄県豊見城市を訪問しました！

～姉妹都市スポーツ交流～
　スポーツを通して姉妹都市の交流を深めることを目的として、土佐清水市と沖縄県豊見城市の少年野球チームが隔年でお互い
の市を訪問し、野球を通じた姉妹都市交流を行っています。
　令和５年３月、土佐清水市からこどもたち10名を含む総勢18名の少年野球チーム（団長：久保卓也さん）が豊見城市を訪れ、現地
の野球大会「第23回 教育長杯（ジョン万カップ）少年野球交流大会」に参加しました。土佐清水市は、健闘したものの４位という成
績で、４月５日に市役所で行われた報告会では、こどもたちから「負けて悔しかったが交流できてよかった」「いろいろな人との交
流が楽しかった」などの声を多く聞くことができました。
　今回の訪問は３月24日から４日間の日程であり、野球大会のほか豊見城市役所や、万次郎が帰国時に一時滞在していた高安家、
同じく帰国時に上陸していた糸満市などを訪問し、こどもたちはそれぞれに郷土の偉人への理解を深めました。

主催　土佐清水市　土佐清水市教育委員会　高知新聞社
新型コロナウイルスや天候の状況によっては、延期・中止・内容変更をする場合があります。あらかじめご了承ください。

【問い合わせ先】中央公民館　☎ ８２－０４７２

第56回
土佐清水市夏 季 大 学 講 座 ～ 知識の泉、生きる力 ～

【会場】市民文化会館　土佐清水市寿町11-1　【時間】午後7時～8時30分　開場：午後6時

■全講座券：前売1,000円／当日1,100円　すべての講座を受講できます
■１講座券：前売 500円／当日 600円　いずれか１講座を受講できます
※中学生以下無料（当日会場へお越しください）　
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳所持者と介助者1名まで無料
　（手帳をお持ちのうえ、事前に中央公民館へお越しいただき、講座券をお受け取りください）

受講料

■中央公民館　市民文化会館　市役所総合窓口（市民課）
■各市民センター（下ノ加江・三崎・下川口）　各福祉センター（布・大岐・松崎・竜串）

託児サービス…
0歳～小学3年生対象
各講座3日前までの予約必要

修了証贈呈…
全講座券ご購入の方で
全日程受講した方（希望者のみ）

全講座 手話通訳あり

受講券販売所 6月16日（金）  販売開始

ステージⅣの舌がんを
乗り越えて生きる

～キャンサーギフト・大切な家族～

水7月19日
タレント

堀　ちえみ
ホリ

大阪府出身。1982年デビュー。翌年に出演したドラマ
「スチュワーデス物語」が日本中で大ヒットし、アイ
ドルとして歌にドラマに活躍。結婚後、7児の母とな
り、家庭と仕事を両立しながら多忙な日々を送る。
2019年、ステージⅣの舌がんが発覚。他の部位への転
移も見つかり大手術。現在は闘病生活を乗り越えて
がんを克服し、芸能活動復帰。同じ病に苦しむ方々に
向けて講演活動もしている。

日本を取り巻く
国際情勢

水7月26日
ジャーナリスト／コリア・レポート編集長

辺　真一
ピョン ジンイル

東京都出身。大学卒業後、10年間の新聞記者を経てフ
リージャーナリストの道へ。1980年、北朝鮮へ取材訪
問。1982年には朝鮮半島問題専門誌『コリア・レポー
ト』を創刊。現在は「サンデーモーニング」をはじめ、
多くの情報番組やラジオで評論活動をするほか、日
朝韓に関する講師として各地で活躍。日本ペンクラ
ブ、日本外国特派員協会会員。

ジョン万と
清水の魅力を語る

木8月3日
作家

夢枕　獏
ユメマクラ バク

神奈川県出身。1977年デビュー。以後『餓狼伝』『陰陽
師』などのシリーズ作品を発表。『上弦の月を喰べる
獅子』『神々の山嶺』など受賞作多数。映画化、漫画化
された作品も多い。ジョン万次郎を物語の語り手と
した小説『白鯨 MOBY-DICK』を2019年から高知新聞
に連載。同作品の直筆原稿は土佐清水市に寄贈され、
現在ジョン万次郎資料館に展示。

少少年野球チームが沖縄県豊見城市を訪問しました！


